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平成25年6月、消費者教育の推進の意義や基本的な方向を示す「消費者教育の推進に関する基本的な方針」が定められました。
誰もが、どこに住んでいても生涯を通じて様々な場で、消費者教育を受けることができる機会を、協力して作っていきましょう。
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誰もが、どこに住んでいても生涯を通じて様々な場で、消費者教育を受けることができる機会を、協力して作っていきましょう。

「自ら考え自ら行動する」消費者を目指して「自ら考え自ら行動する」消費者を目指して

クイズで学ぼう！お金のイロイロ（問い）クイズで学ぼう！お金のイロイロ（問い）

答えは次のページ

矢口 百太

金融トラブル編

知るぽるとＨＰ「今月のクイズ」より

Ｑ

高知県金融広報委員会は、中立公正な立場から、くらしに身近な金融に
関する幅広い広報・学習支援活動を行っている団体です。

「振り込め詐欺」の年間被害額は、どの程度でしょうか？

TEL：088-822-0114

経済社会の変化

様々な場における消費者教育 幅広い主体の連携

①1.6億円 ②16億円 ③160億円 ④1,600億円

・グローバル化／高齢化
 ／高度情報化
・大量消費社会
・大震災の経験

●消費者に対する啓発
  ・わかりやすい情報提供
●従業員に対する研修等
  ・新入社員向け研修
  ・定年退職後の生活設計及び
　消費者トラブルの情報提供

●消費、食育、環境問題等に
　関する学習及び啓発
  　・契約
  　・金融
  　・食品ロス
  　・食品の安全
  　・地産地消
  　・リサイクル

●高齢者等やその周囲の
　人々への啓発
  ・チラシ等による被害事例等の
   情報提供
  ・講座等による被害予防のため
　 の学習
  ・相談窓口の周知
●地域での高齢者等の見守
　り体制の整備

●生徒等に対する教育と啓発
   ・インターネット、携帯電話、
　 ゲーム被害防止
   ・マルチ商法等で加害者となる
　 ことの予防
   ・金銭教育の実施

消費者をめぐる状況 消費者が安心して、豊かな消費生活を営む社会の実現

・消費者トラブルの多発
 多様化／複雑化
・消費者行動の課題
 環境への影響／買占め
 

消費者教育が重要
★消費者が、自らの利益を守り、主体的に行動する。
★消費者が、自らの行動が社会に与える影響を考えながら、
　よりよい市場、社会の実現に積極的に関わっていく。

消費者教育とは？
消費者の自立を支援するために行われる消費生活に関する教育及びこれに準ずる啓発活動をいいます。
　※消費者教育の詳細については消費者庁HPを　☞http://www.caa.go.jp/information/index.html

地域住民

県・市町村消費者行政部門

介護サービス提供者

ＮＰＯ

民生委員

商 工 部 門 

消費者団体

事業者団体・事業者

社会福祉協議会

弁護士会・司法書士会

・法テラス

福 祉 部 門 

地域包括支援センター

町内会

家庭

拠点

消費者が主役

と な る 社 会 

※事業所では※

※地域や家庭では※

※学校では※

教 育 委 員 会

消費生活センター



答えは答えは
　警察庁調べによると、振り込め詐欺（オレオレ詐欺、架空請求詐欺、融資保証金詐欺、還付金等詐欺の総称）の
被害件数は、2012年は6,348件（2011年は6,233件）とやや増加。被害総額も、前年比3割弱増加の160億
円（同127億円）となり、1件当たりの被害額も253万円（同204万円）と増加しています。十分気をつけましょ
う。

消 費 生 活 セ ン タ ー 便 り

公的機関やテレビ局をかたる
　　　　　不審な電話に注意！

A
クイズで学ぼう！お金のイロイロ（答え）クイズで学ぼう！お金のイロイロ（答え）

矢口 イチ

③160億円

　高齢者をターゲットにした「劇場型」の詐欺と思われる被害が、
県内でも後を絶ちません。

【相談事例1】
　公的機関を思わせる名称の団体から「あなた名義の口座が勝手に開設されている」と電話があった。
　解約するため指示に従って別の団体に電話すると、「あなた名義の口座に違法な高額振込みがあった。
犯罪に関わる口座ということで金融庁にチェックされている。対応に300万円が必要」と言われた。
　「コンビニから宅配便で、県外の個人へ300万円送金するよう」指示され、その通りにした。

（70代女性）
【相談事例2】
　県外のテレビ局を名乗って「過去の悪質商法の被害について取材したい」と言う電話があり、郵便物
が届いた。過去に被害に遭った家族は取材と信じ込んでいるが、郵便物にある住所をインターネットで
調べると、テレビ局は実在しないことが分かった。以前にも被害回復の話を持ちかけられてだまされた
ことがあり心配だ。（当事者ー70代男性）

　事例1のように、宅配便で送金させる手口が増えていますが、絶対に従ってはいけません。
　事例2のケースは、この後、被害回復等の話を持ちかけてくるものと思われます。このようなケース
は「二次被害」と呼ばれており、一度被害に遭った方は警戒が必要です。
　「劇場型」詐欺の手口はますます巧妙になっています。少しでもおかしいと感じたら、すぐに消費生活
センターに相談してください。

消費生活に関するご相談は

ホームページ
http://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/141602/

高知県立消費生活センター
〒780-0935　高知市旭町３丁目115番地「ソーレ」２階

相談受付／日～金 9：00～16：45
休 所 日／土・祝日・
※日曜日も相談を受け付けています。

12/29～1/3

☎088-824-0999

（日本銀行高知支店総務課内）

高知駅    

    県庁    

旭駅３丁目
 

旭交番

イオン  
（旧サティ）

    

木村会館  

消費生活センター
（ソーレ２F）

旭駅
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